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※令和５年５月８日以降 

陽性者・有症状者の対応について 

Q. 入所者が抗原定性検査キットで陽性となりました。陽性者はどのように対応すれば良いですか？ 

A. 医療機関を受診し、入院の必要性や処方薬の必要性の有無等、医師に診察してもらう必要があります。キット

の検査結果のみでは、重症化リスクやお薬の必要性の判断は困難です。まずはかかりつけ医か協力医・嘱託医

へ受診相談をしましょう。なお、救急医療のひっ迫を防ぐため、受診については基本的に救急要請ではなく、平

日日中に医療機関を受診するようお願いします。 

 

Q. 新型コロナウイルス感染症にかかったら、どれくらいの期間外出を控えれば良いですか？ 

A. 令和５年５月８日以降、法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ね

られます。高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、罹患した従事者の就業制限や入所者の対応を考

慮してください。 

   ただし、類型変更後も新型コロナウイルス感染症が無くなるわけではなく、高齢者等の重症化リスクは変わら

ないことから、発熱などの症状のある方は、他入居者や職員、外部との接触等を可能な限り控えることが望まし

いと考えられます。 

 

  ① 外出を控えることが推奨される期間 

 

  ② 周りの方への配慮 

特に他人に感染させるリスクが高いのは発症後５日間ですが、10 日間が経過するまでは、ウイルス排 

出の可能性があります。不織布マスクの着用やケア内容の変更等、配慮しましょう。 

【 有症状の場合】 発症日から ５ 日間経過し、 かつ発熱・ 痰・ 喉の痛み等の症状軽快後24時間経過するまで

０ 日目 １ 日目 ２ 日目 ３ 日目 ４ 日目 ５ 日目 ６ 日目

発症 症状軽快
療養

最終日

解除
(通常生活)

０ 日目 １ 日目 ２ 日目 ３ 日目 ４ 日目 ５ 日目 Ｘ日目 Ｘ＋１ 日目 Ｘ＋２ 日目

発症 症状軽快
療養

最終日

解除
(通常生活)

【 無症状の場合】 陽性確定に係る検体採取日から ５ 日間経過するまで

０ 日目 １ 日目 ２ 日目 ３ 日目 ４ 日目 ５ 日目 ６ 日目

検体採取
療養

最終日

解除
(通常生活)

※陽性が分かった時点で無症状だった方が、 療養中に症状が出た場合は、 その日を発症日（ ０ 日目）

と し 、 【 有症状の場合】 の基準を参考にしてく ださい。

2 4時間

2 4時間

４ 日目までに

症状軽快

５ 日目以降に

症状軽快

入所型施設陽性者発生時の 

             よくある質問集 
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Q. 5/8 以降の「濃厚接触者」の取り扱いはどのようになりますか？ 

A. 濃厚接触者の特定や、行動自粛を求めることはありません。陽性者との接触があった場合には、感染対策を

行った上で体調に注意してください。 

   ただし、５類移行後も新型コロナウイルスは存在し、高齢者等の重症化リスクは変わらないことから、引き続き

濃厚接触者の特定や感染対策（マスクの着用や職員・入居者の健康観察等）を継続して頂くことは感染拡大

防止のために有効な手段ですので、可能な限り継続していただくようお願いします。 

 

陽性者と最後に会った日（＝感染対策を取り始めた日）を０日として、特に５日間はご自身の体調に注意し、

さらに７日目までは発症する可能性があるため、手洗いや換気等の基本的感染対策の他不織布マスクの着用

等の配慮をしましょう。熱がなくとも喉の痛みや咳等、症状が現れた場合は医療機関を受診しましょう。 

 

Q．陽性の入所者を医療機関へ入院させることはできますか？ 

A．類型が変更しても、医療機関で受け入れることができる患者の数には限りがあります。限られた医療資源を守

るためにも、これまで同様に施設療養を基本とした対応を継続して頂きますようお願いします。 

 なお、医療機関の準備状況によっては、すぐに入院できない場合も十分に考えられます。かかりつけ医や協力

医療機関等と事前に話し合い、施設内療養を行う上での体制確保（解熱剤、点滴、酸素投与、喀痰吸引等が

必要とされた場合の相談先や対応、ACP の実施や内容の確認）について、平時よりご準備いただくようお願い

します。（ＡＣＰ：人生会議。人生の最終段階の医療・ケアについて事前に話し合うことで、本人の人生観や価値

観、希望に沿った将来の医療及びケアを具体化することが目標です。） 

 

Q．入所者が体調悪化した場合はどのように対応するとよいでしょうか？ 

A．陽性者に限らず、有症状者が発生した場合は、嘱託医や協力医、かかりつけ医、訪問看護師等へ速やかに相

談し、処方や点滴等の対応についてご相談ください。 

特に高齢者の場合、発症直後の解熱や補液がその後の経過に影響しますので、迅速な対応をお願いいたしま

す。早いうちに熱を下げ、食事・水分を確実かつ安全にとることが第一です。 

 

Q. 入所者の健康観察のポイントはありますか？ 

A．高齢者の場合、感染後の明らかな症状出現が見られない場合もあります。SpO2 や体温の指標だけではなく、

基礎疾患の悪化（血圧や水分・食事摂取量、尿量等）やその他の全身状態（口の渇き、脱力、意識障害、頻脈、ぐ

ったりしていて反応が悪い等）等を踏まえ、総合的に判断しましょう。 

「なんとなく元気がない」「ぐったりしていて反応が悪い」と思っていたら実は感染していたといったことも多くあ

りますので、日頃の様子と違うと感じた場合は、受診や検査の実施をお勧めします。 
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施設全体の対応や運営について 

Q. 施設内で陽性者が出ました。施設内の検査は必要ですか？ 

A. 検査は必須ではありませんが、感染拡大防止のため、施設内でどのくらい感染が拡大しているか確認し、陽性

者を早期探知・早期隔離するために、陽性者がいると分かった時点での検査（初期スクリーニング）を実施する

ことは効果的です。 

また、収束間際の検査（最終スクリーニング）も以下を参考に、実施について検討してください。 

 

 PCR 検査の場合 抗原検査（定性）の場合 

発生直後（初期スクリーニング） 
１回 

２日連続実施 または 

1 日おいて２回実施 収束間際（最終スクリーニング） 

 

Q. 施設の集団感染の収束の目安はいつ頃ですか？ 

A. 施設全体の収束目安は、陽性者の最終出勤日または入所者の療養期間終了日を 0 とし、７日間経過した後、

新たな陽性者が発生しなければ７日目で収束、8 日目から通常対応に戻る、というのが目安になります。 

※ 経過観察の７日間は新型コロナウイルス（オミクロン株）の潜伏期間を考慮した日数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

Q. 入所者の定期通院や訪問診療、訪問リハビリは中止するべきでしょうか？ 

A. 陽性者、濃厚接触者いずれの方であっても、十分な感染対策を行ったうえで、サービス等を利用いただくこと

は可能です。あらかじめ感染リスクが高い患者であることを、医療機関や訪問サービス担当者に確認・相談し、

利用(受診)日や利用(受診)方法を検討しましょう。 

 

Q. 入退所や入所者のデイサービスの再開はいつから可能ですか？ 

A．５月８日以降、新型コロナウイルス感染症については、原則季節性インフルエンザと同等の取扱いとなり、養成

者や濃厚接触者に対しての行動自粛はありません。 

 ただし、類型変更後も新型コロナウイルス感染症が無くなるわけではなく、感染した高齢者等の重症化リスクは

変わらないことから、陽性者や濃厚接触者、発熱などの症状のある方は、療養期間終了もしくは健康観察期間

(7 日間程度)が終了するまでは、入退所やデイサービスの利用を控えていただくことが望ましいです。 

※入所者や家族が入退所を強く希望された場合は、入退所後の感染リスクについて十分に説明し、ご理解頂い

たうえで、入退所を行うようにしてください。 

※なお、退所される場合は、退所後７日間は自宅での健康観察を実施し、有症状時は必ず受診するようお伝えく

ださい。 

陽性者の最終出勤日

or

陽性入所者の療養期間終了日

1 2 3 4 5 6 7 通常

この日まで施設内にウイルスがある
ウイルスの潜伏期間。

（陽性者と接触した人が発症する可能性がある期間）
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検査の活用方法について 

感染から職員や利用者を守るのは検査ではなく、あくまでも感染対策です。 

一時点の検査結果が陰性であっても、採取のタイミングや採取方法によっては、偽陰性である可能性が十分に 

あります。陰性の結果を安心材料として活用した結果、集団感染が発生した事例もあります。 

「陰性だから大丈夫」と感染対策を緩和するのではなく、健康観察や隔離対策、マスク着用といった感染対策 

の一部として検査を活用し、感染対策を複数、同時に実施することが非常に重要です。 

利用開始前に抗原検査を実施して、施設利用の可否を判断をする場合、以上の内容を十分に理解した上で、

検査を実施して頂くようお願い申し上げます。 

 

施設内の感染対策について 

Q. 施設内に感染防護具の在庫がありません。どのように入手すれば良いですか？ 

A． 現在、保健所からの物資の支援は行っていません。物資によっては、薬局やドラックストア、スーパーで調達可

能なものもあります。調達が難しいものについては系列施設等の支援について確認しましょう。 

   なお、マスク、フェイスシールド、ガウンや長袖エプロン、手袋、ヘアキャップを優先的に調達しましょう。（シュー

カバーの装着や施設内での靴の履き替えは不要です。ヘアキャップの着用は必須ではありませんが、髪に触れ

やすい方は着用を推奨します。） 

 

Q. 防護服を着替えるタイミングはどのようにすれば良いですか？ 

A. 陽性者に対応する場合は、サージカルマスク、手袋、ガウンや長袖エプロン、フェイスシールド、キャップの装着

が標準的な装備となります。１人を介助するごとにすべて交換することが基本ですが、難しい場合は最低限利用

者に直接接するガウンと手袋の交換は行いましょう。 

 

Q. 季節によっては常時換気が難しいです。どの程度の換気が必要でしょうか？ 

A. 新型コロナウイルスを室外に排出するためには、こまめに換気を行い、部屋の空気を入れ換えることが必要で

す。寒暖等の弊害が発生するかもしれませんが、５～10cm 程度でも窓は常に開けて、１時間に２回は５分間の空

気の総入れ替えを行うことが望ましいです。以下のポイントを参考に実施しましょう。 

《換気のポイント》 

・ ２方向の窓を開け対角線で通風できるようにします。 

・ 窓が１つしかない、空気がよどむ場所がある場合は、換気扇や扇風機を使って空気の流れをつくりましょう。 

・ 空気清浄機だけでは換気はできません。必ず外気を取り込み、換気をしましょう。 
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以下、厚生労働省作成のリーフレットも参考にしてください。 
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Q. 陽性者のリネン、衣服の洗濯はどのようにすれば良いですか？ 

A．平時と同様の洗濯方法で構いません。使用後のタオルの共有や使いまわしがないよう 

十分注意しましょう。他の利用者の洗濯物と分ける必要はありませんが、陽性者の洗濯物を 

扱う際は、適切な感染防護具（手袋、衣服にリネンが触れる場合はエプロン）を着用し、 

前後に必ず手指衛生を行いましょう。 

 

Q. 食器は使い捨てが望ましいでしょうか？ 

A. 陽性者が使用した食器は、一般の食器用洗剤を使って擦り洗いを行い、 

水道水で洗い流した後に乾燥すれば再利用可能です。熱水洗浄 

（80℃、10 分間）を行っている施設は、そのままの方法で問題ありません。 

ただし、手袋を着用し前後に手指衛生を行ったり、回収した食器をプラスチック袋に入れて運搬する、洗う職員は 

途中で目鼻口に触らないようにするといった対策は必要です。施設内の感染リスクや業務の負担等状況をみて、

使い捨て食器も検討してください。 

 

Q. 入浴は変わらず実施していますが良いですか？ 

A. 発症直後の陽性者の状態や、施設としての初動のタイミングを鑑みると、可能な限り自室での清拭対応が望

ましいと考えます。ただし、皮膚トラブルや尿路感染症等のリスク、本人の希望もあると思いますので、体調をみな

がら、時間帯を分けて、個別に入浴するようにしましょう。 

 

Q. 陽性者と接する職員は、やはり固定化した方が良いですか？ 

A. 施設内での感染拡大防止のため、陽性者及び感染リスクが高い方と接触する職員は限定することが望ましい

です。また、職員同士の更衣室や休憩室等での接触にも注意（場所を別にする、時間をずらす、会話禁止等）し

ましょう。 

 

Q. 消毒液に指定はありますか？ 

A. 消毒液はアルコールか次亜塩素酸ナトリウムの使用をお勧めします。アルコール消毒は 70％～95％、次亜塩

素酸ナトリウム（ハイターやブリーチ等）は、濃度が 0.1～0.05％希釈液が効果的とされているため、使用する際

は濃度にも注意しましょう。また、次亜塩素酸水は効果が限定的なため使用は控えましょう。 

   また、アルコールや次亜塩素酸ナトリウムの空間や人体への噴霧は禁止です。アルコールの場合は引火性が

あり、次亜塩素酸ナトリウムは人体に有害です。噴霧することで、ウイルスが飛び散る可能性がる他、不完全な消

毒になります。 
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